
第３回倉敷市水道事業経営審議会

日 時：令和５年１１月２０日(月)
午後２時００分～

場 所：水道局３階大会議室

資料 １
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
読み原稿の説明★印・・・クリックする。（アニメーションが作動します。）
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第３回倉敷市水道事業経営審議会資料
令和５年１１月２０日

水道事業会計のしくみと

倉敷市水道局の決算状況
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
水道総務課・主幹兼経理係長の川下でございます。これから、「水道事業会計のしくみ」と、「倉敷市水道局の決算状況」についてご説明をさせていただきます。〇〇分ほどの説明になろうかと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。



１ 水道事業会計のしくみ

（１）複式簿記

（２）発生主義

（３）会計の原則

（４）減価償却費

（５）長期前受金戻入

本 日 の ご 説 明 内 容

２ 倉敷市水道局の決算状況

（１）決算報告書（P１～４）

（２）損益計算書（P６）

（３）剰余金処分計算書（案）（P７）

（４）貸借対照表（P９～１０）

（５）キャッシュ・フロー計算書（P２６）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは早速、本日、ご説明させていただだきます内容でございますが、「水道事業会計のしくみ」については、向かって左側、ご覧の５つの項目をお伝えさせていただきます。審議会委員の皆様の中に、経理業務に携わったことがある方や、簿記や会計の資格をお持ちの方がいらっしゃいましたら、（１）から（４）に関しましては、釈迦に説法のようになってしまい大変恐縮ではございますが、（５）の長期前受金戻入につきましては、公営企業特有の内容であろうかと思いますので、何卒、最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。また、「倉敷市水道局の決算状況」につきましては、一般企業においても「財務三表」として重要な位置づけにあります「（２）損益計算書」「（４）貸借対照表」「（５）キャッシュ・フロー計算書」に加えまして、「（１）決算報告書」「（３）剰余金処分計算書（案）」のご説明もさせていただければと思います。



第３回倉敷市水道事業経営審議会資料
令和５年１１月２０日

１ 水道事業会計のしくみ
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは、水道事業会計のしくみからご説明させていただきます。なお、会計用語や会計処理などは、専門的な部分もございますので、正確に覚えていただく必要はございませんが、イメージしてお聞きいただければ、幸いでございます。



（１）複式簿記

１ 水道事業会計のしくみ

水道局は、一般企業と同様に複式簿記で会計処理を行う。

→ 日々の取引を２つの側面から見て、①資産、②負債、

③資本、④費用、⑤収益の５つの勘定科目に仕訳して、

借方・貸方それぞれに記帳する。

例１）事務用消耗品を購入

して、代金を支払った。

借方（かりかた） 貸方（かしかた）

消耗品 50,000円
（費用の発生）

現金 50,000円
（資産の減少）

例２）水道水を供給して、

水道料金を受け取った。

借方（かりかた） 貸方（かしかた）

現金 10,000円
（資産の増加）

給水収益 10,000円
（収益の発生）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まずは、「複式簿記」からでございます。市役所など、官公庁における会計は、一般的に「単式簿記」を使用して会計処理を行っておりますが、水道局においては、「公営企業」という位置付けであるため、一般企業と同様に「複式簿記」を使用して、会計処理を行っております。「複式簿記」とは、日々の取引を「２つの側面」から見て、①資産、②負債、③資本、④費用、⑤収益の、５つの勘定科目に仕訳して、借方（かりかた）、貸方（かしかた）それぞれに記帳、帳簿に記録するものでございます。この、日々の取引について、２つほど例を挙げさせていただきますと、（★）「事務用備品を購入して、代金を支払った。」という取引につきましては、（★）「備品の購入」という「費用が発生」するとともに、支払いにより、現金という「資産が減少」することも同時に記帳します。また、（★）「水道水を供給して、水道料金を受け取った。」という場合は、（★）現金という「資産が増加」するとともに、「収益が発生」することも同時に記帳します。



取引内容

㋐給料を現金で支払った。

㋑料金を現金で受け取った。

㋒現金を借り入れた。

㋓事務用消耗品を購入したが、
支払いは未了である。

借方 貸方

資産の増加 資産の減少

負債の減少 負債の増加

資本の減少 資本の増加

費用の発生 収益の発生

（１）複式簿記

１ 水道事業会計のしくみ

取引８要素の主な結合関係図

㋐

㋑

㋒

㋓
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
これらの５種類の勘定科目は、資産・負債・資本の増減、それから、費用・収益の発生について、ご覧の左の表のように借方・貸方に計上され、取引内容に応じて密接に関係し合っています。「給料を現金で支払った」場合は、（★）費用の発生と資産の減少となり、㋐の結合、「料金を現金で受け取った」場合は、（★）収益の発生と資産の増加となり、㋑の結合、「現金を借り入れた」場合は、（★）資産の増加と負債の増加となり、㋒の結合、「事務用消耗品を購入したが、支払いは未了である」場合は、（★）費用の発生と負債の増加となり、㋓の結合、このように、日々、借方と貸方に記帳し、計上されていくこととなります。ここでは、例を４つ挙げさせていただきましたが、このような結合が、実に１２パターン存在します。



１ 水道事業会計のしくみ

１年間の仕訳・記帳内容を年度末に集約し、決算書の

貸借対照表、損益計算書に計上する。

①資産
（土地・建物・

現金・預金・・・）

②負債
（借入金・未払金

・・・）

③資本
（資本金・剰余金

・・・）

④費用
（給料・委託料・

工事費・・・）

⑤収益
（給水収益・負担
金・手数料・・・）

利益

貸借対照表（Ｂ／Ｓ） 損益計算書（Ｐ／Ｌ）

借方 貸方 借方 貸方

8

（１）複式簿記

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
そして、１年間の仕訳・記帳内容を、事業年度末に集約し、ご覧のとおり、決算書の（★）貸借対照表や、（★）損益計算書に計上することとなります。「貸借対照表」では、①資産、②負債、③資本を示し、「損益計算書」では、④費用、⑤収益を示します。詳細については、のちほど、決算の状況の中でご説明させていただきます。



発生主義特有の「勘定科目」の一例

未収金 ・・・ 水道水を売ったが、未だ入ってきていないお金
（入金前に収益とともに記帳）

未払金 ・・・ 物品を購入したが、未だ支払っていないお金
（出金前に費用とともに記帳）

（２）発生主義

１ 水道事業会計のしくみ

主義 記帳のタイミング

現金主義 現金の移動があった事実に基づいて、収入・支出を記帳

発生主義 現金移動の有無を問わず、債権債務の発生の時点で記帳
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み しゅう きん

み ばらいきん

（資産）

（負債）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続きまして、「発生主義」についてご説明いたします。これは、先程の仕訳を「帳簿に記録するタイミング」の話でございます。記帳するタイミングが、現金の移動があった事実に基づくものが、「現金主義」と言われており、主に、市役所などの官公庁が採用しています。一方、水道局や、一般企業などで採用されているのが（★）「発生主義」でございます。「発生主義」では、現金が移動するかどうかに関わらず、「債権債務が発生」した時点で記帳することとなります。また、発生主義特有の勘定科目の一例としまして、「未収金」と「未払金」がございます。未収金とは、例えば、水道水を売ったが、未だ入ってきていないお金のことで、入金前に「収益」とともに記帳するもので、（★）「資産」に当たります。未払金とは、物品を購入したが、未だ支払っていないお金のことで、出金前に「費用」とともに記帳するもので、（★）「負債」に当たります。一般企業では、未収金は「売掛金」、未払金は「買掛金」という勘定科目を使用していると思いますが、水道局では、「売掛金」「買掛金」は使用せず、「未収金」「未払金」を使用しています。



１ 水道事業会計のしくみ

料金収入の記帳時点の比較

現金主義 発生主義

検針

料金調定

納入通知

現金収入

物品購入の記帳時点の比較

現金主義 発生主義

発注

納品・検収

代金請求

代金支払

ここで記帳
（未収金／収益）

さらに記帳
（現金／未収金）

ここで記帳
（費用／未払金）

さらに記帳
（未払金／現金）

ここで記帳
（現金の増加）

ここで記帳
（現金の減少）
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（２）発生主義

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「現金主義」と「発生主義」の違いについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。左の表は、料金の収入があったとき、右の表は、物品を購入したときにおいて、「現金主義」と「発生主義」の記帳のタイミングを示したものです。まず、料金収入について、「現金主義」では、現金の移動があった事実に基づき記帳するので、（★）「現金収入」があったときに、現金が増加したという記帳を行います。一方、「発生主義」では、料金の調定、調定とは、お金が入ってくる予定のことですが、検針後、金額が確定したら、お金が入ってくる予定がありますので、ここでまず記帳します。先程ご説明しました「未収金」と、収益を計上します。次に、現金収入があったタイミングで、（★）さらに記帳します。物品購入につきましても同様の考え方となります。「現金主義」では、（★）代金を支払ったときに記帳し、「発生主義」では、（★）納品があり、検収、正しく物品が納品されているかを確認した時点で記帳し、代金を支払ったタイミングで（★）さらに記帳します。つまり、「発生主義」では、収益や費用を計上するタイミングと、現金が増えたり減ったりするタイミングが異なってくるわけです。



倉敷市水道局会計規程第２条

１ 真実性の原則

２ 正規の簿記の原則

３ 資本取引と損益取引との区分の原則

４ 明瞭性の原則

５ 継続性の原則

６ 保守性（又は安全性）の原則

７ 単一性の原則

（３）会計の原則

１ 水道事業会計のしくみ

倉敷市水道局会計規程第２条

１ 真実性の原則

２ 正規の簿記の原則

３ 資本取引と損益取引との区分の原則

４ 明瞭性の原則

５ 継続性の原則

６ 保守性（又は安全性）の原則

７ 単一性の原則
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続きまして、「会計の原則」のお話をさせていただきます。会計の原則は、倉敷市水道局としての会計ルールを定めた「倉敷市水道局会計規程」の第２条に記しており、７つの原則があります。この７つの原則は、一般企業においても広く採用されている原則でございます。本日は、この中から、「決算状況」を知る上で特に重要となる（★×２）「資本取引と損益取引との区分の原則」をご紹介させていただきます。



資本取引とは

・ 水道事業の継続する上で必要

な固定資産を形成するための収
入と支出に関する取引

→ これらを「資本的収入及び支出」

で表し、決算書の中の「貸借対照表
の固定資産」に計上し、資産がどれだ
け増減したかを示す。

損益取引とは

・ 水道事業の経営における収入
と支出に関する取引

→ これらを「収益的収入及び支出」

で表し、決算書の中の「損益計算書」
に集約し、利益又は損失がいくらだっ
たかを示す。

１ 水道事業会計のしくみ

・ 資本取引と損益取引との区分の原則（規程第２条第３項）

水道事業においては、資本取引と損益取引を明確に区分しなければならない。
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（３）会計の原則

※ 損益取引と資本取引とを明確に区分しないと、利益が増えたのか、

資産そのものが増えたのかが分からなくなってしまう！

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
この原則は、規程第２条第３項で、「水道事業においては、資本取引と損益取引を明確に区分しなければならない」と書かれています。まず、そもそも、それぞれの取引はどういったもので、どういう特徴があるのかご説明いたします。「損益取引」の方ですが、こちらは、水道事業の経営における収益と費用に関する取引のことでございます。具体的には、水道水を供給することで得られる水道料金などの収益と、水道料金を徴収するための費用など、これらに関する取引のことでございます。これらの取引を「収益的収入及び支出」で表し、決算書の中の「損益計算書」に集約し、利益または損失がいくらだったかを示すこととなります。一方、「資本取引」については、水道事業を継続する上で必要な固定資産を形成するための収入と支出に関する取引でございます。具体的には、水道管を作ったり、巨大地震に備えて管や施設を耐震化するための支出などに関するものです。これらは、「資本的収入及び支出」で表し、決算書の中の「貸借対照表の固定資産」に計上し、資産がどれだけ増減したかを示すものです。そして、（★）この「損益取引」と「資本取引」を明確に区分しないと、利益が増えたのか、資産そのものが増えたのかが分からなくなってしまうため、会計を見る上で非常に重要な区分、重要な原則、ということになります。



（４）減価償却費

１ 水道事業会計のしくみ

浄水場などの固定資産は長期間使用できるため、作った年のみに

費用を計上するのではなく、使用できる期間（耐用年数）に費用を

割り振り、減価償却費として毎年度計上する。
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築造の翌年度から「減価償却費」として

費用を計上（ただし、現金は出ていかない。）

・ ・ ・

R４

１００

R5

１０

R６

１０

R７

１０

R８

１０

R９

１０

R１０

１０

Ａ浄水場の築造
（資産の増加）

借方 貸方

資産
100

現金
100

借方 貸方

減価償却費 10 減価償却累計額 10

費用の計上

現金の減少

非現金支出 または

損益勘定留保資金 ともいう。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続きまして、「減価償却費」でございます。減価償却費とは、浄水場などのいわゆる固定資産に関する費用でございますが、固定資産は、一度作ったら長い間使用できるため、作った年のみに費用を計上するのではなく、使用できる期間に費用を割り振り、減価償却費として毎年度計上する、ということをしています。なぜ、このようなことをするのかご説明いたしますと、仮に、（★）令和４年度に、１００億円かけてＡ浄水場を築造したとします。このＡ浄水場は、築造後、長期にわたり水道水を作る役割として活躍し、この水道水が各家庭などに供給され、水道料金という収益をもたらしてくれます。この収益は、Ａ浄水場の築造により何十年という長期にわたってもたらされる収益、これに対する費用が、築造の年のたった１年、ということでは、損益計算上、釣り合いがとれるものではございません。ここで、企業会計では、「期間損益計算」という原則が重視されており、その年度の収益に見合った分しか、その年度の費用として認められない、ということになっています。この原則にしたがったものが、この「減価償却費」でございます。このＡ浄水場を、仮に、１０年間使用するとした場合、（★）令和５年度以降、１年あたり１０億円ずつ、「減価償却費」として費用として計上する、といったイメージになります。（★）ここで、もう１点、お伝えしたいことがございます。カッコの中に、「ただし、現金は出ていかない。」とありますが、現金が出ていくタイミング、これは、４年度にＡ浄水場を築造したタイミングです。仕訳で見てみますと、（★）借方に資産、貸方に現金となり、（★）ここで現金１００億円が出ていくこととなりますので、５年度以降は、費用として計上していても、現金は出ていかない、ということでございます。減価償却費の方は、（★）ご覧のような仕訳を行い、毎年度、費用を計上します。このように、（★）現金が出ていかない支出のことを、（★）「非現金支出」と呼んだり、また、収益と費用なので、損益勘定、この損益勘定に留まる資金ということで、（★）「損益勘定留保資金」と呼んだりもします。この、「損益勘定留保資金」という言葉は、決算書にも出てくる言葉ですので、のちほど確認できればと思います。



（５）長期前受金戻入

１ 水道事業会計のしくみ
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受領の翌年度から「長期前受金戻入」として

収益を計上（ただし、現金は入ってこない。）

・ ・ ・

R４

５０

R5
５

R６
５

R７

５

R８

５

R９

５
R１０
５

Ａ浄水場築造
に係る補助金
（負債の増加）

借方 貸方

現金
50

負債
50

借方 貸方

長期前受金収益化累計額 5 長期前受金戻入 5

収益の計上

長期前受金とは、固定資産を作る際に国や県から受領する補助金のこと。

【受領時】 負債の部 ＞ 繰延収益 ＞ 長期前受金 として計上する。

【翌年度以降】 当該固定資産の減価償却と同じタイミングで、同じ割合を

順次、収益化＝「長期前受金戻入」として計上する。

現金の増加

非現金収入

ともいう。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは、水道事業会計のしくみの最後に、公営企業特有の勘定科目である、長期前受金戻入についてご説明させていただきます。まず、言葉を分解しまして、「長期前受金」とは、浄水場などの固定資産を作る際に、国や県などから受領する補助金のことでございます。補助金は借入金ではないので、返す必要がありませんが、負債の部に計上します。そして、負債の部の中の「繰延収益」、さらにその中に、「長期前受金」として計上します。この、繰延、収益、という言葉ですが、補助金を受領した年の翌年度以降は、その固定資産の減価償却と同じタイミングで、同じ割合を、順次収益化するため、繰延、収益、という名称になっています。そして、この毎年度の収益のことを、「長期前受金戻入」という名称で計上します。少し分かりにくい概念かと思いますが、先程の減価償却費と同様、Ａ浄水場を例に挙げてご説明させていただきます。まず、Ａ浄水場を築造するための補助金として、（★）仮に、国から５０億円もらえたとします。（★）このＡ浄水場は、先程ご説明したとおり、毎年度、減価償却費という費用を計上します。そして、まさにこの費用に対応する収益として、もらった補助金が直結しますので、その割合分、つまり、Ａ浄水場の築造にかかったのが１００億円、その内、５０億円が補助金でございますので、２分の１の割合、５億円を、（★）毎年度、収益として計上するわけでございます。そして、これも減価償却費と同じく、（★）現金が入ってくるタイミングは、（★）４年度に補助金を受領したときですので、（★）５年度以降は、収益として計上していても、現金は入ってこない、ということでございます。現金が入ってこない収入は、「非現金収入」と呼んだりします。このように、企業会計を採用している水道事業会計においては、収益・費用の計上と、実際の現金の出入りのタイミングが異なる、ズレが生じてくるという特徴がございます。【前半の締め】大変簡単ではございますが、ここまでが「水道事業会計のしくみ」のご説明とさせていただきます。ここまでのところで、分かりにくかったところや、ご質問などがございますでしょうか？（少し待つ・・・）それでは、引き続き、次のご説明に入らせていただきます。



２ 倉敷市水道局の決算状況

15

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次は、倉敷市水道事業会計の令和４年度の決算書を見ていただきながら、「倉敷市水道局の決算状況」について、先程の、しくみのお話も交えながらご説明させていただきます。



２ 倉敷市水道局の決算状況

（１）決算報告書（P１～４）

（２）損益計算書（P６）

（３）剰余金処分計算書（案）（P７）

（４）貸借対照表（P９～１０）

（５）キャッシュ・フロー計算書（P２６）

１ 水道事業会計のしくみ

（１）複式簿記

（２）発生主義

（３）会計の原則

（４）減価償却費

（５）長期前受金戻入

本 日 の ご 説 明 内 容
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、決算書とは、一般的に、企業の経営状況や、利益の有無、また、資産の状況、資金の流れなどを客観的に把握するための書類でございます。そして、その内容は、企業の経営者が把握することはもちろん、取引先や投資家、また、金融機関などが参考にすることができるものでございます。水道局における決算書は、水道利用者の皆様や、利用者の代表である議会に対して、経営状況や、財政状況などをお示しするための書類ということでございます。そこで、本日は、決算書の中でも特に重要な、ご覧の５つの書類について、順番にご説明させていただきます。それぞれの項目に記載したページは、本日お持ちいただきました、決算書のページをお示ししておりますので、ご説明の際は、該当ページをお開きになりながらお聞きいただけましたら幸いでございます。



（１）決算報告書
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２ 倉敷市水道局の決算状況

決算報告書 予算と決算の対照表

概 要
予算額、決算額、不用額、繰越額等を、
消費税込で記載した書類

ポイント

・ 決算だけではなく、予算も同じように
重視している。

・ 評価の基準は執行状況。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは初めに、「決算報告書」についてご説明させていただきます。１・２ページをお開きいただけますでしょうか。この「決算報告書」は、一言で申し上げますと、（★）「予算と決算の対照表」でございます。この書類では、予算額、決算額、不用額、繰越額などを、消費税込でお示ししてございます。公営企業においては、決算だけでなく、予算、つまり、見積りの金額も、決算の同じように重視されているため、この報告書で、予算と対比した執行状況をお示ししています。



（単位　　円）

（単位　　円）

額

　 0

第１項

0

第２項

0

第３項

0

第４項

0

（注） 消費税額には地方消費税を含む。
　　　 営業外費用のうち、消費税の納税予定額

令　和　４　年　度　倉　敷　市 水　道　事　業　決　算　報　告　書

(1)　収益的収入及び支出

収　　　　入

区　　　　　　　分

　　　予　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　額

決　　算　　額
予算額に比べ決算額の

増減
備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

当初予算額 補正予算額

地方公営
企業法

第２４条第３項
の規定による
支出額に係る
財源充当額

合　　　　　計

754,787,639)

第１項 営 業 収 益 8,472,685,000 △ 39,805,000 0 8,432,880,000 8,354,910,891 △ 77,969,109 （うち、仮受消費税額 750,511,979)

第１款 水 道 事 業 収 益 9,463,204,000 △ 23,851,000 0 9,439,353,000 9,378,563,286 △ 60,789,714 （うち、仮受消費税額

4,270,429)

第３項　 特 別 利 益 0 0 0 0 522,729 522,729 （うち、仮受消費税額 5,231)

第２項 営 業 外 収 益 990,519,000 15,954,000 0 1,006,473,000 1,023,129,666 16,656,666 （うち、仮受消費税額

支　　　　出

区　　　　　分

     　　　          予　　　　　　　　　   　               算

決　算　額

地方公営
企業法
第２６条
第２項の

規定による
繰越額

不　用　額

第１款

水 道 事 業 費 用 7,913,562,000 134,968,000 0 0

備　　　　　考
当初予算額 補正予算額

予
備
費
支
出
額

流用増減額

地方公営
企業法
第２４条
第３項
の規定
による
支出額

小　　　　計

地方公営
企業法
第２６条
第２項の

規定による
繰越額

合　　　  計

（うち、仮払消費税額

351,709,115)

営 業 費 用 7,679,229,000 137,695,000 △ 12,037,000 0 7,804,887,000 11,580,000 7,816,467,000

8,048,530,000 11,580,000 8,060,110,000 7,779,113,814 2,321,000 278,675,186

7,542,496,076 2,321,000 271,649,924 （うち、仮払消費税額

351,342,114)

営 業 外 費 用 223,083,000 △ 4,252,000 12,037,000 0

（うち、仮払消費税額

367,001)

予 備 費 5,000,000 0 0 0

特 別 損 失 6,250,000 1,525,000 0 0 7,775,000 0 7,775,000

230,868,000 0 230,868,000 230,867,139 0 861

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000

5,750,599 0 2,024,401

13,694,000円

税込

① ①－②－③② ③
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１～２ページ
（１）決算報告書

２ 倉敷市水道局の決算状況

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
執行状況の表示について、少し詳しく見てまいります。１・２ページの下の表をご覧ください。こちらは、収益的収支の内、支出を表した表でございますが、左端にあります、営業費用、営業外費用、特別損失などの、（★）それぞれの予算について、（★）「当初予算額」、（★）「補正予算額」、（★）「流用により増減した額」などの金額が並んでおり、最終的な予算は（★）①であることを示しています。そして、（★）②で決算額を示していますが、①と②の対比、だけではなく、右隣りの③、（★）これは、翌年度への繰越額を示しておりますが、この、繰越額も差し引いた額を、（★）「不用額」としてお示しする、という構造となっております。



（単位　　円）

額

（うち、仮受消費税額

第３項　

第４項　 （うち、仮受消費税額

（単位　　円）

額

　 0 0

第１項

0 0

第２項

0 0

第３項

0 0

第４項

0 0

（注） 消費税額には地方消費税を含む。

資本的収入額 1,934,752,920円が資本的支出額 5,749,757,579円に不足する額 3,815,004,659円は

　

(2)　資本的収入及び支出

収　　　　入

区　　　　　　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　　予　　　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　　　

決　算　額
予算額に比べ決算額の

増減
備　　　　　　　　　　考

当初予算額 補正予算額 小　　　　計

地方公営企業法
第２６条の規定
による繰越額に
係る財源充当額

継続費逓次
繰越額

に係る財源
充当額

合　　　  計

第１款 資 本 的 収 入 2,094,367,000 △ 6,991,000 2,087,376,000 53,047,830 0 2,140,423,830 1,934,752,920 △ 205,670,910 2,480,610)

第２項 補 助 金 1,184,000 196,000 1,380,000 0 0 1,380,000 1,348,000 △ 32,000

第１項 企 業 債 1,700,000,000

88,561,000 64,990,500 △ 23,570,500

1,700,000,000 0

他 会 計 負 担 金 80,530,000 2,523,000 83,053,000 5,508,000 0

0 1,700,000,000 0 0 1,700,000,000

350,482,830 168,414,420 △ 182,068,410 2,480,610)工 事 負 担 金 312,653,000 △ 9,710,000 302,943,000 47,539,830 0

支　　　　出

区　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　　予　　　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　　　

決　算　額

翌　　年　　度　　繰　　越　　額

不　用　額 備　　考

第１款

当初予算額 補正予算額

予
備
費
支
出
額

流
用
増
減
額

小　　　　計

地方公営
企業法

第２６条の
規定による

繰越額

△ 35,907,000 6,441,473,000 1,740,901,000 0

継続費逓次
繰越額

合　　　計

地方公営
企業法

第２６条の
規定による

繰越額

継続費逓次
繰越額

合　　計

1,423,139,500 0 1,423,139,500 999,475,392 (うち、仮払消費税額

390,700,438)

(うち、仮払消費税額

390,700,438)

建 設 改 良 費 5,228,876,000 △ 45,914,000 5,182,962,000 1,740,901,000 0 6,923,863,000 4,501,248,108

8,182,374,000 5,749,757,579 1,423,139,500 0 1,423,139,500 1,009,476,921資 本 的 支 出 6,477,380,000

1,240,526,000 1,240,525,371 0 0 0 629企業債償還金 1,238,504,000 2,022,000 1,240,526,000 0 0

0 0 900補 助 金 等 返 還 金 0 7,985,000 7,985,000 0 0 7,985,000 7,984,100 0

10,000,000 0 0 0 0 10,000,000予 備 費 10,000,000 0 10,000,000 0 0

建 設 改 良 積 立 金 493,242,116円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調 整額 388,219,828円

当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 2,933,542,715円 ← 補てん状況
19

（１）決算報告書

２ 倉敷市水道局の決算状況

で補てんした。

３～４ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続きまして、３・４ページをお開きください。こちらは、資本的収入及び支出をお示ししたページでございます。基本的な表示方法は、１・２ページと同様でございますが、ここで注目していただきたいのは、（★）収入、（★）支出のそれぞれの決算額と、（★）３ページの表のさらに下の部分でございます。資本的収入の決算額は、約１９億円、これに対しまして、資本的支出の決算額は、約５７億円ですので、支出の方が多いという状況でございます。この、不足額について、どのように補てんしたのかをお示ししたものが、左下の部分でございます。（★）資本的収入額：１９億円が、（★）資本的支出額：５７億円に不足する額、３８億円は、以下、何々で補てんした。とありまして、ここは、（★）補てん状況をお示しした部分でございます。
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資本的収入額 1,934,752,920円が資本的支出額 5,749,757,579円

に不足する額 3,815,004,659円は・・・

２ 倉敷市水道局の決算状況

（１）決算報告書

で補てんした。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 388,219,828円

当年度分損益勘定留保資金 2,933,542,715円

建 設 改 良 積 立 金 493,242,116円

主に減価償却費

今までの利益の積み立て

①

③

②

資本的収支のみで消費税申告の計算をした場合に
還付となる金額

３ページ左下

約５億円の取り崩し

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
この、補てん状況について、もう少し詳しく確認していきたいと思います。令和４年度は、ご覧の３種類の補てん財源により、補てんしました。順番にご説明しますと、①の「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額」は、（★）資本的収支のみで消費税申告の計算をした場合に還付となる金額のことでございます。消費税の計算を簡単に申し上げますと、受け取った消費税から、支払った消費税を差し引いた金額を、税務署に納めますが、支払った消費税の方が多ければ、還付となります。４ページの表の右端、備考欄をご覧いただきますと、収入の方は、「うち、仮受消費税額」、支出の方は、「うち、仮払消費税額」とあります。資本的収支だけで見ると、支出の方が多いため、差し引きすると、マイナスとなり、この金額が、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額」として、収支不足における補てん財源となります。②の「当年度分損益勘定留保資金」については、先程、減価償却費のときにご説明させていただきましたとおり、（★）主に、減価償却費のことでございます。減価償却費は、現金が出ていかないため、ここで、補てん財源として使用することとなります。①と②を使用しても、なお、収支不足額に達しないため、さらに（★）今までの利益の積み立て、いわゆる内部留保資金である「建設改良積立金」を取り崩して補てん財源とします。このように、建設投資の金額が多いと、積立金を取り崩す必要が生じ、令和４年度では、（★）約５億円の内部留保資金を取り崩しております。



（２）損益計算書
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２ 倉敷市水道局の決算状況

損益計算書 １年間の経営成績

概 要
収益的収入及び収支を消費税抜で
記載した書類

ポイント

・ 収入（収益）の方が多ければ、利益、

支出（費用）の方が多ければ、損失。

・ 減価償却費（非現金支出）と長期前

受金戻入（非現金収入）の計上あり。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは次に、「損益計算書」について、ご説明させていただきます。決算書６ページをお開きください。損益計算書は、一言で申し上げますと、（★）「１年間の経営成績をお示しした書類」でございます。これは、収益的収入と、収益的支出を、消費税抜の金額で示したものでございますが、収入の方が多ければ利益があった、支出の方が多ければ損失が生じた、という成績をお示しすることになります。また、しくみのところでお伝えしました、非現金支出の「減価償却費」と、非現金収入の「長期前受金戻入」は、ここで登場することとなります。



損益計算書のポイント（項目の図解）

営
業
損
益

１ 営業収益

２ 営業費用

営
業
外
損
益

３ 営業外収益

４ 営業外費用

５ 特別利益

６ 特別損失

経
常
損
益

特
別
損
益

繰越損益

当
年
度
損
益

その他貸借対照表上での変動に伴う利益剰余金

当
年
度
未
処
分
損
益

事
業
で
の
当
期
損
益

事
業
の
う
ち
、

恒
常
的
な
も
の

事業のうち、
恒常的では
ないもの

本業

本業でないが
恒常的なもの

積立金取崩など、
貸借対照表上の変動
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（２）損益計算書

前期末までの損益のうち、
繰越したもの

事
業
全
体
で
の
当
期
末
損
益

損益計算書の構成 構成ごとの説明

２ 倉敷市水道局の決算状況

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
さて、６ページの損益計算書を見ていただきますと、線で仕切ったり表になってたりしませんので、少し見にくいかと思いますので、ご覧のように色分けして、構成ごとの説明をさせていただきます。まず、収益を青色、費用を黄色でお示ししております。１の営業収益と、２の営業費用では、水道事業の本業に関する取引をお示しする部分でございます。３の営業外収益と、４の営業外費用では、本業ではありませんが、恒常的に計上する収益と費用をお示しし、５の特別利益と、６の特別損失では、恒常的ではないものをお示しする部分でございます。このように、グループ分けをして、それぞれが何を示しているかを見ていただければと思います。



1

(1) 給 水 収 益 6,892,390,136 

(2) 受 託 工 事 収 益 23,401,903 

(3) そ の 他 営 業 収 益 688,606,873 7,604,398,912 

2

(1) 原 水 及 び 浄 水 費 2,334,200,833 

(2) 配 水 及 び 給 水 費 894,706,841 

(3) 受 託 工 事 費 51,454,115 

(4) 業 務 費 629,970,140 

(5) 総 係 費 336,691,569 

(6) 減 価 償 却 費 2,860,623,228 

(7) 資 産 減 耗 費 83,507,236 7,191,153,962 

413,244,950 営 業 利 益

令和４年度倉敷市水道事業損益計算書

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

(単位　円）

営 業 収 益

営 業 費 用

営
業
損
益
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（２）損益計算書

２ 倉敷市水道局の決算状況

税抜

６ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは、実際の決算書の中から、まずは営業損益について、２点ご説明させていただきます。営業収益の中で、最も大きいものは、（★）やはり給水収益、いわゆる水道料金収入で、収益全体の約８０％を占めています。ただし、令和４年度は約６９億円程度の収益がありましたが、人口減少などを受け、近年は減少傾向が続いているという現状がございます。営業費用の中で最も大きいものは、先程、しくみのところでご説明差し上げました（★）「減価償却費」でございます。このように見てみますと、「損益勘定」の中にあって、現金が出ていかないので、「損益勘定留保資金」という言葉も、いくぶん身近になってくるのではないでしょうか。



3

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,099,439 

(2) 他 会 計 補 助 金 4,560,000 

(3) 長 期 前 受 金 戻 入 962,741,511 

(4) 雑 収 益 50,733,110 1,019,134,060 

4

(1) 支 払 利 息 及 び

企 業 債 取 扱 諸 費 217,173,139 

(2) 雑 支 出 4,930,224 222,103,363 797,030,697 

1,210,275,647 

  

    

 

 

 

 

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

経 常 利 益

営
業
外
損
益
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（２）損益計算書

２ 倉敷市水道局の決算状況６ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に、営業外損益でございますが、ここで、先程お伝えしました（★）「長期前受金戻入」が出てまいります。実に、約９億円を収益として計上しますが、非現金収入でございますので、現金は入ってきていません。



 

 

 

  

 

   

 

  

    

1,205,409,547 

0 

493,242,116 

1,698,651,663 

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

その他未 処分 利益 剰余 金変 動額

当年度未処分利益剰余金

 

 

 

  

 

   

 

5

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益 517,498 517,498 

6

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 5,383,598 5,383,598 △ 4,866,100 

 

 

 

 

特 別 利 益

特 別 損 失

特
別
損
益
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実質的な純利益

→ 当年度純利益 － 長期前受金戻入（非現金収入）

1,205,409,547円 － 962,741,511円

＝ 242,668,036円

建
設
改
良
積
立
金
の
取
崩
し

（２）損益計算書

２ 倉敷市水道局の決算状況６ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
特別損益は、水道料金の過年度分の請求による収益や、還付するための費用などでございます。ここまでの収益と費用を差し引きしたものが、（★）当年度純利益で、約１２億円でございます。ここで、（★）損益計算書にはお示ししておりませんが、（★）「実質的な利益」という考え方をご紹介させていただきます。先程も登場しました「長期前受金戻入」。こちらは、現金が入ってこない「非現金収入」でございますので、当年度純利益から差し引くと、約２億４千万円となります。次に、（★）「その他未処分利益剰余金変動額」とありますが、こちらは、先程、３ページでお伝えした（★）「建設改良積立金」の取り崩しのことでございます。資本的収支を補てんするために取り崩した建設改良積立金は、一旦、当年度純利益と合わせて、（★）「当年度未処分利益剰余金」に計上する、という会計処理を行います。たくさんの数字が出てくるため、非常に混乱しやすい部分ではございますが、ここでは、決算書には直接載っていない数値である、実質的な純利益という考え方を把握していただけましたら幸いでございます。



（３）剰余金処分計算書（案）
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２ 倉敷市水道局の決算状況

剰余金処分
計算書（案）

利益の使途を決定するための案

概 要
その年度に発生した利益をどう使うか
（どこに分配するか）の案を記載した書類

ポイント

・ 積立金や資本金にいくら計上するか等

を決定する。

・ 使途の確定には、議会での議決が必要。

・ 議決後、正式に貸借対照表の資本の部

に計上する。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは次に、「剰余金処分計算書（案）」について、ご説明させていただきます。決算書７ページをお開きください。剰余金処分計算書（案）は、一言で申し上げますと、（★）「利益の使い道を決めるための案をお示しした書類」でございます。その年度に発生した利益、これは、先程の損益計算書の一番下でお示しした金額でございますが、これを、積立金や、資本金にいくら計上するかを決定するものでございます。ただし、使途や金額の確定には、議会での議決が必要であり、現在は、９月に開会される議会において議決を受けておりますので、決算書の作成時点である３月３１日時点では、あくまで案、ということでございます。そして、議決後に、正式に貸借対照表の資本の部に、案でお示しした金額を計上することとなります。
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（単位　円）　

当年度末残高

資本金への組入れ 1,455,983,627 0 △ 1,455,983,627

処分後残高 35,131,171,474 2,703,362,701 0

33,675,187,847 2,703,362,701 1,698,651,663

議会の議決による処分額 1,455,983,627 0 △ 1,698,651,663

建設改良積立金への積立 0 0 △ 242,668,036

減債積立金への積立 0 0 0

令和４年度倉敷市水道事業剰余金処分計算書（案）

資　本　金 資本剰余金 未処分利益剰余金

（繰越利益剰余金）

（３）剰余金処分計算書（案）

２ 倉敷市水道局の決算状況７ページ

税抜

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
損益計算書の一番下の行でお示しした「未処分利益剰余金」が、剰余金処分計算書では、（★）こちらに表示します。そして、議会の議決により、（★）建設改良積立金への積み立てと、（★）資本金への組み入れを行う案をお示ししたものです。今年の９月議会の議決日は、去る９月２９日でございましたので、現在は、ご覧の金額を、次にご説明する「貸借対照表」の各項目に計上しております。ちなみに、「建設改良積立金」に積み立てた、２億４千万円は、先程お伝えしました、「実質的な純利益」と同じ金額でございます。実質的な純利益は、積立金として積み立てている、ということが見えてくる表でございます。



（４）貸借対照表
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２ 倉敷市水道局の決算状況

貸借対照表 資産・負債等の保有状況

概 要
年度末時点における資産・負債・資本の
保有状況を消費税抜で記載した書類

ポイント

・ 資産 ： 水道管等の固定資産、現金

・ 負債 ： 返済が必要な他人資本等

・ 資本 ： 返済不要の自己資本

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは次に、「貸借対照表」について、ご説明させていただきます。決算書９ページ、１０ページをお開きください。貸借対照表は、一言で申し上げますと、（★）「資産、負債などの保有状況を示した書類」でございます。こちらの書類は、１年間ではなく、年度末時点における金額をお示ししたものであり、資産などの純粋な額をお示しするため、消費税抜となっております。９ページの資産の部では、水道局が保有している水道管などの固定資産や、現金預金などの流動資産をお示しし、１０ページの負債の部では、主に、返済しなければならない他人資本などについて、資本の部では、返済する必要がない自己資本をお示ししたものでございます。



【資産の部】 【負債の部】

【資本の部】

１ 固定資産

２ 流動資産

３ 固定負債

４ 流動負債

５ 繰延収益

６ 資本金

７ 剰余金

借入金、預り金など
※返済期限が１年超のもの

長期前受金（≒補助金）など。
減価償却とともに順次収益化
するため、繰延収益という。

開業時資金や組入資本金など

積立金や未処分の利益剰余金
（純利益）など

【有形固定資産】
土地、施設、水道管など
【無形固定資産】
水利権、電話加入権など
【投資その他の資産】
有価証券などの金融資産

現金預金、未収金、前払金など
（未収金の内、回収可能性の低い
金額は、貸倒引当金として計上）

貸借対照表のポイント（各項目ごとの説明）

※ 固定と流動の違い（負債の部も同様）

固定：長期（１年超）にわたり保有するもの
流動：１年以内に現金化できるもの

29

（４）貸借対照表

借入金、未払金、預り金など
※返済期限が１年以内のもの

２ 倉敷市水道局の決算状況

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
各項目ごとの詳細なご説明といたしましては、「資産の部」におきましては、資本的取引により作った水道管などを計上する固定資産や、収益的取引や資本的取引により動きのあった現金や前払金などを計上する流動資産がございます。また、「負債の部」には、借入金、未払金や、しくみのところでお伝えした長期前受金を計上する「繰延収益」がございます。そして、「資本の部」には、資本金や剰余金がございますが、剰余金には、しくみのところで出てまいりました「建設改良積立金」がございます。ここで、「固定資産」と「流動資産」の違いについて、ご説明させていただきます。まず、固定資産ですが、こちらは、土地や施設、管路など、１年を超えて保有するものです。一方、流動資産は、現金預金のほかに、未収金や貯蔵品といった、１年以内に現金化できるものでございます。固定負債、流動負債も同様の考え方でございまして、返済期限が１年を超えるものは固定負債、１年以内に返済期限が到来するものは流動負債、として整理されるものでございます。



1

(1)

イ 2,293,950,126 

ロ 2,209,941,190 

△ 992,440,797 1,217,500,393 

ハ 130,045,297,701 

△ 61,027,778,927 69,017,518,774 

ニ 9,579,366,220 

△ 7,067,013,436 2,512,352,784 

ホ 119,821,665 

△ 76,499,554 43,322,111 

　 ヘ 318,535,561 

△ 243,981,716 74,553,845 

ト 2,159,400 

△ 1,554,768 604,632 

チ 377,778,487 

75,537,581,152 

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

リ ー ス 資 産

土 地

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

令和４年度倉敷市水道事業貸借対照表

(令和５年３月３１日）

(単位　円）

資        産        の        部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

資 産 の 部
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（４）貸借対照表

２ 倉敷市水道局の決算状況

税抜

９ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは、実際の貸借対照表をいくらか見ていきたいと思います。資産の部の中の、固定資産の、有形固定資産には、水道局が保有している土地、建物、構築物などの金額をお示ししております。この中で、最も多いのは、（★）構築物でございますが、これば、主に水道管でございます。そして、すぐ下には、「減価償却累計額」という項目がありますが、これは、毎年毎年計上する「減価償却費」を積み上げた額をお示ししたもので、その額を差し引いた額を、正味の額として、右側にお示ししてございます。水道局が保有する資産の中では、この有形固定資産が最も大きく、（★）約７５５億、資産全体の約９０％を占めています。



5

(1)

イ 132,227,603 

△ 39,282,558 92,945,045 

ロ 17,763,064 

△ 1,765,754 15,997,310 

ハ 1,623,992,463 

△ 652,180,725 971,811,738 

ニ 35,537,704,575 

△ 20,748,948,572 14,788,756,003 

ホ 10,937,998,383 

△ 5,696,551,031 5,241,447,352 

ヘ 1,000,000 

△ 495,000 505,000 

21,111,462,448 

21,111,462,448 

41,407,382,183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金 合 計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

　　　　 　　　　 　　　　

他 会 計 負 担 金

収 益 化 累 計 額

工 事 負 担 金

収 益 化 累 計 額

受 贈 財 産 評 価 額

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

国 庫 （ 県 ） 補 助 金

収 益 化 累 計 額

他 会 計 補 助 金

収 益 化 累 計 額

負 債 の 部
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（４）貸借対照表

２ 倉敷市水道局の決算状況１０ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続きまして、負債の部、１０ページをご覧ください。この中で、真ん中あたりに表示している「繰延収益」について見ていきたいと思います。（★）先程、しくみのところでご説明させていただきました「長期前受金」を積み上げた額をお示ししたもので、その額を差し引いた額を、正味の額として、右側にお示ししてございます。



 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

6 33,675,187,847 

7

(1)

イ 32,149,294 

ロ 17,564,000 

ハ 2,160,880 

ニ 1,937,621,039 

ホ 699,865,898 

ヘ 14,001,590 

2,703,362,701 

(2)

イ 3,956,972,262 
ロ

1,698,651,663 

5,655,623,925 

8,358,986,626 

42,034,174,473 

83,441,556,656 

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

建 設 改 良 積 立 金
当 年 度
未 処 分 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

工 事 負 担 金

受 贈 財 産 評 価 額

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

国 庫 （ 県 ） 補 助 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

資　　　　本　　　　の　　　　部

資 本 の 部
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－ 1,455,983,627

＋

＝ 35,131,171,474

＋ 1,455,983,627

（４）貸借対照表

２ 倉敷市水道局の決算状況

4,199,640,298
⇒

１０ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続きまして、資本の部でございます。（★）利益剰余金の部分についてご説明させていただきます。先程の、「建設改良積立金」と、「当年度未処分利益剰余金」をお示しする部分でございますが、議会の議決により、（★）未処分利益剰余金が、現時点では、約１７億円から約１４億を差し引き、建設改良積立金と合算して約４２億円になっております。また、差し引かれた約１４億円は、資本金に組み入れております。



（５）キャッシュ・フロー計算書

33

２ 倉敷市水道局の決算状況

キャッシュ・
フロー計算書 現金の流れ（出入り）に着目

概 要
１年間の現金の流れを、業務活動・投資活
動・財務活動の３つに区分し、消費税抜で
記載した書類

ポイント

・ 業務 ： 主に収益的収支に関するもの

・ 投資 ： 主に資本的収支に関するもの

・ 財務 ： 外部からの資金調達と償還に

関するもの

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは最後に、「キャッシュ・フロー計算書」について、ご説明させていただきます。決算書２６ページをお開きください。キャッシュ・フロー計算書は、一言で申し上げますと、（★）「現金の流れに着目した書類」でございます。１年間の現金の流れを、業務活動、投資活動、財務活動の３つに区分し、こちらも消費税抜額でお示ししたものでございます。業務活動では、主に、収益的収支に関するもの、投資活動では、主に、資本的収支に関するもの、財務活動では、外部からの資金調達と償還に関するものの現金の流れを計上し、最終的に、３つの区分をまとめて、１年間の始めと終わりで、どれだけの現金の増減があったか、現金の残高はいくらあるかをお示しするものでございます。



キャッシュ・フロー計算書のポイント①（表の構成）

業務活動

投資活動

財務活動

まとめ

業務活動には、主に収益的
収支に該当する項目を計上。

プラス
⇒本業で稼げている。

マイナス
⇒本業で稼げていない。

投資活動には、主に資本的
収支に該当する項目を計上。

プラス
⇒成長・拡大の投資をしていない。

マイナス
⇒施設などへの投資が積極的。

財務活動には、収益的・資本
的収支に関係なく、借入金な
ど外部からの資金調達と償
還に該当する項目を計上。

プラス
⇒借入金残高が増加している。

マイナス
⇒借入金残高が減少している。

まとめには、期首及び期末
の資金残高を記載し、３つ
の区分での資金の流れの
結果を示す。
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（５）キャッシュ・フロー計算書

２ 倉敷市水道局の決算状況

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
各区分ごとに、必ずしも、プラスがよくて、マイナスが悪い、というわけでもございませんでして、例えば、業務活動で現金がマイナスになるということは、本業で稼げていないとみなされ、これは悪い評価となりますが、投資活動でのマイナスは、投資を行うことで、現金が減っているということですので、悪いことではなく、むしろ、施設や水道管への積極的な投資を行っているため、良い評価ということができます。また、財務活動、いわゆる借金に関しましては、積極的に借り入れることで現金が入ってきて、借金の残高が増加して、プラスになったとしても、その資金で積極的に投資を行っていれば、必ずしも悪い評価とはならない、このように、区分ごとの現金の流れを見ることで、より適切に事業運営ができる、ということができます。



（単位 円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

（１） 当年度純利益 1,205,409,547

（２） 減価償却費 2,860,623,228

（３） 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 335,735

（４） 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 16,695,584

（５） 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 3,790,000

（６） 法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 722,000

（７） 長期前受金戻入 △ 962,741,511

（８） 受取利息及び受取配当金 △ 1,099,439

（９） 支払利息 217,173,139

（10） 固定資産除売却損益 72,919,487

（11） たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,526,030

（12） 未収金の増減額（△は増加） △ 18,088,212

（13） 未払金の増減額（△は減少） 81,895,058

（14） 前受金の増減額 6,971,897

（15） 預り金の増減額 △ 29,718,833

小計 3,410,275,012

（16） 利息及び配当金の受取額 1,099,439

（17） 利息の支払額 △ 217,173,139

業務活動によるキャッシュ・フロー 3,194,201,312

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
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税抜

①

（５）キャッシュ・フロー計算書

２ 倉敷市水道局の決算状況２６ページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは、実際のキャッシュ・フロー計算書を見ていきたいと思います。まずは、業務活動からですが、これは、収益的収支により作成された損益計算書における現金の動きを示しているので、（★）当年度純利益からスタートします。水道事業会計は発生主義なので、この純利益の金額は、イコール現金ではございません。よって、（２）以下で、現金ベースに修正していきます。（★）（２）の減価償却費は、先程もありましたが、現金は出ていかないのに費用として計上したものです。したがいまして、現金ベースで考えますと、プラスすることとなります。約２８億円のプラスです。これは、（★）（７）の長期前受金戻入でも同じことが言えますが、これは、収益として計上しますが、現金は入ってきていませんので、マイナスすることとなります。約９億円のマイナスです。さらに、（★）（１２）の未収金も同じように、発生主義においては、収益として計上した時点では現金は入ってきていませんので、未収金が増える、ということは、現金はマイナスとなり、（★）（１３）の未払金は、費用として計上した時点では現金は出ていっていませんので、未払金が増える、ということは、現金はプラスとなります。このように、現金がどの項目でどれだけ動いて、年度末時点でいくら残っているかを示したものが、キャッシュ・フロー計算書でございます。当年度純利益は、約１２億円でございますが、現金ベースに修正すると、（★）約３２億円が残った、ということが分かります。



２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

（１） 有形固定資産の取得による支出 △ 4,251,232,824

（２） 建設改良費に係る補助金・負担金等収入 201,431,774

（３） 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 55,911,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,993,889,750

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

（１） 建設改良企業債による収入　※１ 1,700,000,000

（２） 建設改良企業債の償還による支出　※２ △ 1,240,525,371

（３） リース債務の返済による支出 △ 431,880

財務活動によるキャッシュ・フロー 459,042,749

４ 資金増減額 △ 340,645,689

５ 資金期首残高 7,024,336,250

６ 資金期末残高 6,683,690,561

※１　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

※２　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
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＝前年度末の現金預金と同額
＝当年度末の現金預金と同額（貸借対照表（9ページ）「現金預金」）

②

③

①＋②＋③
④

①＋②＋③＋④

（５）キャッシュ・フロー計算書

２６ページ

２ 倉敷市水道局の決算状況

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
同じように、投資活動を見ていきますと、（１）の有形固定資産の取得による支出、つまり、水道管の新設工事などにより出ていった現金が約４２億円あり、入ってきた現金、約２億円を差し引きすると、（★）約４０億円の現金が投資活動で出ていったことが分かります。財務活動の同様に考え、差し引き、（★）約４億６千万円の借金が増加したことになります。そして、３つの区分を合算したものが、４の資金増減額のところですが、（★）マイナス３億円となったため、５の期首残高から差し引き、最終的な資金期末残高は、（★）６の６６億８千万円であったことが分かります。また、もうひとつの見方として、業務活動と投資活動のみで見るフリーキャッシュフローという考え方があります。財務活動部分で、約４億円増えておりますので、これがないとすると、現金は、約８億円減ったということが見えてまいりますので、決して楽観視できるものではございません。



まとめ（各種書類の相関関係）

貸借対照表

固定資産
負債

資本

増えた現金
未処分利益

剰余金

損益計算書

収益費用

利益期末－期首

期中の
現金の流れ

キャッシュ・フロー計算書

財 務 三 表

流動資産
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２ 倉敷市水道局の決算状況

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは最後に、決算状況のまとめといたしまして、財務三表の相関関係について、イメージ図をお示しさせていただきます。左から、キャッシュ・フロー計算書の資金増減額により増えた現金は（★）真ん中の貸借対照表の流動資産に組み込まれ、右の損益計算書で算出された利益は、貸借対照表の、（★）資本の中の未処分利益剰余金に組み込まれます。このように、財務三表をはじめとする決算書の各ページは、相互に関連し合い、総合的に経営状況、財務状況をお示しする書類ということができるわけでございます。
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御清聴
ありがとう

ございました

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
以上をもちまして、「倉敷市水道局の決算状況」のご説明を終わらせていただきます。ご清聴、ありがとうございました。
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